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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第81期中より中間連結財務諸表を作成しているため、第80期以前については記載していない。 

２．売上高には、消費税等は含まれていない。 

回次 第79期中 第80期中 第81期中 第79期 第80期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） － － 27,405 － － 

経常利益（百万円） － － 559 － － 

中間（当期）純利益（百万円） － － 796 － － 

純資産額（百万円） － － 5,599 － － 

総資産額（百万円） － － 35,599 － － 

１株当たり純資産額（円） － － 156.79 － － 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
－ － 22.32 － － 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益（円） 
－ － 22.23 － － 

自己資本比率（％） － － 15.7 － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
－ － △1,038 － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
－ － 1,763 － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
－ － △1,982 － － 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
－ － 5,065 － － 

従業員数(人) － － 488 － － 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．純資産額の算定に当たり、第81期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。 

 ３．中間（当期）純損益については、第80期中及び第80期は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失

の計上により大幅に減少したものである。 

 ４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第80期中及び第80期はストックオプション制度

を採用しているが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載していない。 

 ５．第81期中の１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益については、中間連結財務諸表を作成しているので記載を省略している。 

 ６．第81期中の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高につい

ては、中間連結財務諸表を作成しているので記載していない。 

回次 第79期中 第80期中 第81期中 第79期 第80期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 25,452 29,699 27,392 56,043 66,256 

経常利益（百万円） 190 537 583 756 954 

中間（当期）純損益 

（百万円） 
256 △1,829 405 70 △1,764 

持分法を適用した場合の 

投資利益（百万円） 
― ― ― ― ― 

資本金（百万円） 4,262 4,271 4,282 4,269 4,277 

発行済株式総数（千株） 35,457 35,607 35,774 35,577 35,707 

純資産額（百万円） 6,641 4,893 5,488 6,526 5,135 

総資産額（百万円） 37,002 36,486 35,333 37,795 36,743 

１株当たり純資産額（円） 187.52 137.62 ― 183.68 144.03 

１株当たり中間（当期） 

純損益（円） 
7.28 △51.48 ― 1.99 △49.58 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益（円） 
7.24 ―  ― 1.98 ― 

１株当たり配当額（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率（％） 17.9 13.4 15.5 17.3 14.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
2,496 2,224 ― 1,338 2,647 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
889 △81 ― 1,134 102 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△3,003 △521 ― △3,266 △1,189 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
5,908 6,352 ― 4,732 6,292 

従業員数(人) 483 482 488 476 479 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

なお、当中間連結会計期間より、次の子会社を連結子会社として中間連結財務諸表を作成している。 

 （注） 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれていない。 

(2) 提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれていない。 

(3) 労働組合の状況 

当社グループの従業員の組合は結成されていない。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

ダイヤ建装㈱ 東京都台東区  49 不動産事業等  100 当社が債務の保証 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

建設事業 450 

不動産事業等  8 

全社（共通）  30 

合計 488 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 488 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 建設業界におきましては、公共投資が縮小する中、企業収益の回復を背景とした民間の設備投資の拡大により工

事の受注高は増加基調となり、受注環境に明るさが見えてまいりました。 

  このような状況下におきまして、当社グループは、収益の安定化と財務体質の一層の強化に取り組んでまいりま

した。営業面におきましては、企画提案型の受注拡大を図るため、顧客が必要としているテナント情報や土地情報

をもとに特命による受注獲得に努めてまいりました。また、品質の向上、完工総利益率の改善にも積極的に取り組

んでまいりました。財務面におきましては、引き続き有利子負債を削減するとともに保有不動産圧縮の一環とし

て、「阿波座ビル」(大阪市西区)及び「恵比寿ビル」(東京都渋谷区)の賃貸用事務所ビル２棟を売却いたしまし

た。 

  当中間連結会計期間の業績につきましては、受注高は、329億２千９百万円となりました。その内訳は、建築工

事99.2%、土木工事0.8%であります。売上高は、274億５百万円となり、その内訳は、建設事業98.4%、不動産事業

等1.6%であります。建設事業の売上高（完成工事高）の内訳は、建築工事99.3%、土木工事0.7%であります。次期

への繰越工事高は、446億６百万円となりました。 

 損益につきましては、売上総利益は15億８千９百万円、営業利益は６億４千９百万円、経常利益は５億５千９百

万円となりました。また、特別損失４千３百万円を計上しましたが、固定資産売却益１億５千万円等特別利益２億

４千７百万円を計上しました結果、中間純利益は７億９千６百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 (建設事業) 

 受注高につきましては、建築工事が326億５千３百万円、土木工事が２億７千６百万円の合計329億２千９百万円

となりました。 

 完成工事高につきましては、建築工事が267億８千７百万円、土木工事が１億８千万円の合計269億６千８百万円

となり、営業利益は９億７千９百万円となりました。 

 (不動産事業等) 

 不動産事業等につきましては、主にテナントやマンションの賃貸事業で、売上高は４億３千６百万円となり、営

業利益は７千１百万円となりました。 

  

 なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりませ

ん。  

（注）「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しています。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物の中間期末残高は50億６千５百

万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、10億３千８百万円の収支マイナスとなりました。主なプラス要因は、税

金等調整前中間純利益７億６千３百万円、売上債権の減少19億２千６百万円、主なマイナス要因は、未成工事支出

金の増加33億４千１百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、17億６千３百万円の収支プラスとなりました。主なプラス要因は、有形

固定資産の売却による収入18億１千８百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、19億８千２百万円の収支マイナスとなりました。主なプラス要因は、長

期借入れによる収入３億円、主なマイナス要因は、短期借入金の返済による支出16億４千６百万円、長期借入金の

返済による支出６億４千５百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりませ

ん。 



２【受注高、売上高及び手持工事高の状況】 

 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間会計期間及び前事業年度については、提出

会社個別の事業の状況を記載している。 

  

(1) 受注工事高、売上高、繰越工事高及び施工高 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

種類別 
期首繰越
工事高 
（百万円） 

期中受注
工事高 
（百万円） 

計 
（百万円）

期中 
売上高 
（百万円）

期末繰越工事高 

期中 
施工高 
（百万円）手持工事高 

（百万円） 

うち施工高 

比率 
（％） 

金額 
（百万円）

建設事業                 

建築工事 38,212 32,113 70,326 29,401 40,924 20.4 8,352 32,086 

土木工事 21 48 69 39 30 66.3 20 50 

計 38,233 32,162 70,395 29,440 40,955 20.4 8,372 32,137 

不動産事業 － － － 259 － － － － 

合計 38,233 32,162 70,395 29,699 40,955 － 8,372 32,137 

種類別 
期首繰越
工事高 
（百万円） 

期中受注
工事高 
（百万円） 

計 
（百万円）

期中 
売上高 
（百万円）

期末繰越工事高 

期中 
施工高 
（百万円）手持工事高 

（百万円） 

うち施工高 

比率 
（％） 

金額 
（百万円）

建設事業                 

建築工事 38,639 32,653 71,293 26,787 44,505 21.9 9,752 30,368 

土木工事 5 276 282 180 101 14.9 15 193 

計 38,645 32,929 71,575 26,968 44,606 21.9 9,767 30,562 

不動産事業等 － － － 436 － － － － 

合計 38,645 32,929 71,575 27,405 44,606 － 9,767 30,562 



前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高

にその増減額を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３．期中施工高は（期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。 

(2）売上高 

 （注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前中間会計期間 請負金額５億円以上の主なもの 

種類別 
期首繰越
工事高 
（百万円） 

期中受注
工事高 
（百万円） 

計 
（百万円）

期中 
売上高 
（百万円）

期末繰越工事高 

期中 
施工高 
（百万円）手持工事高 

（百万円） 

うち施工高 

比率 
（％） 

金額 
（百万円）

建設事業                 

建築工事 38,212 65,940 104,153 65,513 38,639 16.0 6,171 66,018 

土木工事 21 79 101 95 5 29.2 1 87 

計 38,233 66,020 104,254 65,608 38,645 16.0 6,173 66,105 

不動産事業 － － － 648 － － － － 

合計 38,233 66,020 104,254 66,256 38,645 － 6,173 66,105 

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

建設事業       

建築工事 394 29,006 29,401 

土木工事 ― 39 39 

計 394 29,045 29,440 

不動産事業 ― 259 259 

合計 394 29,304 29,699 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

建設事業       

建築工事 0 26,787 26,787 

土木工事 ― 180 180 

計 0 26,967 26,968 

不動産事業等 ― 436 436 

合計 0 27,404 27,405 

㈱熊谷組・㈱アパンダ ハーバーシティＳ１街区マーケット棟新築工事 

㈱ルネサンス スポーツ＆スパルネサンス亀戸新築工事 

総合地所㈱ ルネコーディス西巣鴨新築工事 

医療法人社団 向陽会 向陽病院 向陽病院増改築工事 

奥建材㈱ 奥香の湯新築工事 



当中間連結会計期間 請負金額５億円以上の主なもの 

２．前中間会計期間及び当中間連結会計期間ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はな

い。 

(3）手持工事高（平成18年９月30日現在） 

 （注） 手持工事のうち請負金額が５億円以上の主なものは、次のとおりである。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

５【研究開発活動】 

 研究開発活動は特段行われていない。 

㈱明豊エンタープライズ・ 

東急不動産㈱ 
町田デュープレックスリズ新築工事 

住友不動産㈱ ヴィラフォンテーヌ九段下新築工事 

㈱新日鉄都市開発 朝日スポーツクラブ（ＢＩＧ－Ｓ姫路）新築工事 

㈱ニトリ ニトリ茅ヶ崎店新築工事 

㈱ジョイント・コーポレーション 湯河原ショッピングセンター新築工事 

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

建築工事 673 43,831 44,505 

土木工事 ― 101 101 

計 673 43,932 44,606 

㈱マルハン マルハン鷺宮店新築工事  平成18年10月完成予定 

㈲アールワン佐賀 ラウンドワンスタジアム佐賀店新築工事  平成18年11月完成予定 

㈱西友 （仮称）西友ひたち野うしく店新築工事  平成18年11月完成予定 

㈱モリモト （仮称）ＱＩＺ龍ヶ崎商業施設開発計画  平成19年３月完成予定 

㈱アーバンコーポレイション （仮称）南堀江プロジェクト  平成19年８月完成予定 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 （提出会社） 

   当中間連結会計期間において、阿波座ビル（平成18年４月売却）及び恵比寿ビル（平成18年７月売却）の賃貸ビル

を売却している。なお、当該設備の状況は以下のとおりである。 

  （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  （国内子会社） 

 当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成したことにより、次のとおり提出会社の連結子会社であるダイヤ

建装㈱の賃貸マンションが当社グループの主要な設備となった。なお、当該設備の状況は以下のとおりである。 

 （注）１．帳簿価額に建設仮勘定は含まない。 

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 （建設事業及び不動産事業等） 

  重要な設備の新設及び除却等の計画はない。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

 設備の内容  

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 

建物 
土地 

その他  合計  
 面積(㎡) 金額

㈱イチケン  

阿波座ビル 

（大阪市西区）  

 不動産事業等 賃貸ビル 18 106 47 1 66 ― 

㈱イチケン  

恵比寿ビル  

（東京都渋谷区）  

 不動産事業等  賃貸ビル 639 400 938 24 1,602 ― 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 

建物 
土地 

その他  合計  
 面積(㎡) 金額

ダイヤ建装㈱ 

 メゾン・ド・カロー南平 

（東京都日野市）  

 不動産事業等 197 826 355 34 587 ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在発行数には、平成18年12月１日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていない。 

(2)【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平

成16年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 111,200,000 

計 111,200,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月15日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 35,774,000 35,779,000 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

― 

計 35,774,000 35,779,000 ― ― 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 216 211 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 216,000 211,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 175 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から 

平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      175 

資本組入額     88 

同左 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が権利行使時にお

いても当社又は当社の関係

会社の取締役、監査役又

は、従業員であることを要

する。相続人による権利行

使は認められない。その他

の条件は当社と被付与者と

の間で締結する契約に定め

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項  ─────  ───── 



② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行

することを平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．資本準備金の減少は、欠損てん補（平成18年６月29日開催の定時株主総会で決議）によるものである。 

     ２．新株予約権の行使による増加である。 

 ３．平成18年10月１日から平成18年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,000

株、資本金が440千円、資本準備金が435千円それぞれ増加している。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 60 60 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000 60,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月30日から 

平成37年６月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格       1 

資本組入額      1 

同左 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が当社の役員の地

位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使がで

きる。相続人による権利行

使は、新株予約権発行後最

初に発生した相続の場合に

限り認める。その他の条件

は当社と被付与者との間で

締結する契約に定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項  ───── ─────  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 
（千円） 

平成18年６月29日 

   （注）１ 
― 35,707,000 ― 4,277,513 △933,422 162,600 

 平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 

（注）２ 

67,000 35,774,000 5,365 4,282,878 5,357 167,957 



(4)【大株主の状況】 

 （注）１．オデイ・アセット・マネジメント・エルエルピーから、平成17年11月２日付の大量保有報告書の写しの送

付があり、平成17年10月31日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けている。当社として当中間

会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合
（％） 

株式会社マルハン 京都市上京区出町今出川上る青龍町231 11,714 32.74 

ゴールドマン・サックス・    

 インターナショナル 

 (常任代理人ゴールドマン・サックス 

 証券会社東京支店） 

133 Fleet Street,  

London EC4A 2BB England 

 (東京都港区六本木６-10-１) 

  

1,821 5.09 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１-２-10 1,024  2.86 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１-１-２ 996  2.78 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 790 2.21 

原 勝彦 石川県小松市 712 1.99 

原 久美 石川県小松市 551 1.54 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）  
東京都中央区晴海１-８-11 546 1.53 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）  
東京都港区浜松町２-11-３ 380 1.06 

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４-15-10 331 0.93 

計 ― 18,865 52.73 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

 株券等保有割合 
 （％） 

オデイ・アセット・マネジメ

ント・エルエルピー 

（Odey Asset Management LLP）

12 UPPER GROSVENOR STREET,LONDON,W1k 2ND 1,978 5.56 

    ２．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者３社から、平成18年８月15日付の大量保有報告書（変更

報告書）の写しの送付があり、平成18年７月31日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けてい

る。株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行以外は当社として当中間会計期間末時点における実質保有株式数の確認

ができないため、上記大株主の状況に含めていない。 

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

 株券等保有割合 
 （％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 790 2.21 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１-４-５ 328 0.92 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２-４-１ 2 0.01 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１-４-５ 13 0.04 

 



(5)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、全て当社保有の自己株式である。 

２．完全議決権株式（その他）欄には、証券保管振替機構名義の株式7,000株（議決権の数７個）が含まれてい

る。 

３．単元未満株式には、当社保有の自己株式548株が含まれている。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ―   

議決権制限株式（自己株式等） ― ―   

議決権制限株式（その他） ― ―   

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     58,000 ―   

完全議決権株式（その他） 普通株式  35,507,000 35,507   

単元未満株式 普通株式     209,000 ― 
１単元（1,000株） 

未満の株式 

発行済株式総数 35,774,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 35,507 ― 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合
（％） 

株式会社イチケン 
神戸市中央区浜辺

通２-１-30 
58,000 ― 58,000 0.16 

計 － 58,000   ― 58,000 0.16 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 370 321 352 311 294 296 

最低（円） 300 234 210 232 236 240 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

   (1) 新任役員 

    該当事項なし。 

   (2) 退任役員 

    該当事項なし。 

   (3) 役職の異動  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

 専務執行役員 

(事業統括本部長 

兼関東統括） 

取締役 
専務執行役員 

(事業統括本部長)  
 吉永 武彦 平成18年10月１日



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令

第14号）に準じて記載している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）に準じて記載している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

(3) 当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

は、前中間連結会計期間との対比は行っていない。 

２．監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の中間財務諸表については中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで）の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けている。 

  なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付をもって、名称をみすず監査法人に変更している。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

1 現金預金  5,065

2 受取手形・完成工事未収
入金 

 ※７  11,274

3 販売用不動産  ※２  879

4 未成工事支出金等  9,254

5 その他  1,908

貸倒引当金  △247

流動資産合計  28,135 79.0

Ⅱ 固定資産  

  1 有形固定資産  

 (1)建物 
※１ 
※２ 

1,787

 (2)土地 ※２ 2,854

 (3)その他 ※１ 179 4,821

  2 無形固定資産  61

  3 投資その他の資産  

 (1)投資有価証券  ※２  1,672

 (2)その他  1,300

貸倒引当金  △392 2,580

固定資産合計  7,463 21.0

資産合計  35,599 100

   
 



   
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

1 支払手形・工事未払金 ※７ 18,747

2 短期借入金 
※２ 
※５ 

1,986

3 未払法人税等  23

4 未成工事受入金  3,320

5 引当金  514

6 その他  795

流動負債合計  25,388 71.3

   

Ⅱ 固定負債  

1 長期借入金 
 ※２  
 ※５  

2,955

2 退職給付引当金  662

3 その他   992

固定負債合計  4,610 13.0

 負債合計  29,999 84.3

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

1 資本金    4,282 12.0

2 資本剰余金    167 0.5

3 利益剰余金    516 1.4

4 自己株式    △10 △0.0

株主資本合計    4,957 13.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額
金 

 642 1.8

評価・換算差額等合計  642 1.8

  純資産合計  5,599 15.7

負債純資産合計   35,599 100

   



②【中間連結損益計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  

1 完成工事高  26,968

2 不動産事業売上高  436 27,405 100

Ⅱ 売上原価  

1 完成工事原価  25,466

2 不動産事業売上原価  348 25,815 94.2

売上総利益  

1 完成工事総利益  1,501

2 不動産事業総利益  87 1,589 5.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※１  940 3.4

営業利益  649 2.4

Ⅳ 営業外収益  

1 受取利息  0

2 受取配当金  6

3 その他  11 18 0.0

Ⅴ 営業外費用  

1 支払利息  80

2 コミットメントライン組
成料 

 16

3 その他  12 108 0.4

経常利益  559 2.0

Ⅵ 特別利益  

1 固定資産売却益  ※２  150

 2 貸倒引当金戻入益   68

 3 適格年金終了益  28 247 0.9

Ⅶ 特別損失  

   1 訴訟解決諸費用  42

  2 その他  1 43 0.1

税金等調整前中間純利益  763 2.8

法人税、住民税及び事業
税 

 5

法人税等調整額  △39 △33 △0.1

中間純利益  796 2.9

  



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目である。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 4,277 1,815 △1,653 △8 4,431 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 5 5     10 

資本剰余金の減少（欠損填補）

（注） 
  △1,653 1,653   ― 

連結子会社増加に伴う減少高     △280   △280 

中間純利益     796   796 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
5 △1,647 2,169 △1 525 

平成18年９月30日残高（百万円） 4,282 167 516 △10 4,957 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 703 703 5,135 

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行     10 

資本剰余金の減少（欠損填補）

（注） 
    ― 

連結子会社増加に伴う減少高     △280 

中間純利益     796 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△61 △61 △61 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△61 △61 464 

平成18年９月30日残高（百万円） 642 642 5,599 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 ※前中間会計期間及び前事業年度における「中間キャッシュ・フロー計算書」及び「キャッシュ・フロー計算

書」については、中間財務諸表に記載している。 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

1 税金等調整前中間純利益・損失（△） 763

2 減価償却費 67

3 貸倒引当金の増加・減少（△）額 △103

4 完成工事補償引当金の増加・減少（△）額 △43

5 工事損失引当金の増加・減少（△）額 △5

6 賞与引当金の増加・減少（△）額 49

7 退職給付引当金の増加・減少（△）額 108

8 受取利息及び受取配当金 △7

9 支払利息 80

10 固定資産売却損・益（△） △150

11 売上債権の減少・増加（△）額 1,926

12 未成工事支出金の減少・増加（△）額 △3,341

13 未収消費税等の減少・増加（△）額 △258

14 仕入債務の増加・減少（△）額 109

15 未払消費税等の増加・減少（△）額 △263

16 未成工事受入金の増加・減少（△）額 119

17 その他 △9

小計 △959

18 利息及び配当金の受取額 7

19 利息の支払額 △70

20 法人税等の支払額  △16

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,038

 



  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 

 1 有形固定資産の取得による支出 △8

 2 有形固定資産の売却による収入 1,818

 3 無形固定資産の取得による支出 △15

 4 投資有価証券の取得による支出 △33

 5 その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,763

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 

 1 短期借入金の返済による支出 △1,646

 2 長期借入れによる収入 300

 3 長期借入金の返済による支出 △645

 4 株式の発行による収入 10

 5 自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,982

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △1,256

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 6,292

Ⅶ連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増
加額 

30

Ⅷ現金及び現金同等物の中間期末残高 5,065

  



 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項   すべての子会社（１社）を連結している。 

  連結子会社名 

 ダイヤ建装㈱ 

  なお、ダイヤ建装㈱については、重要性が増加したこ

とから当中間連結会計期間より連結の範囲に含めること

とした。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用している非連結子会社及び関連会社はな

い。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社であるダイヤ建装㈱の中間決算日は８月31

日である。中間連結財務諸表の作成に当たっては同中間

決算日現在の中間財務諸表を使用している。ただし、９

月１日から９月30日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っている。 

４．会計処理基準に関する事項   

 (1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 有価証券 

①満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定している） 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 デリバティブ 

 時価法 

 たな卸資産 

①販売用不動産 

  個別法による原価法 

②未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

 定額法によっている。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっている。 

 無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっている。 

また、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によってい

る。 

 



 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 (3)重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見積額を計上している。 

 完成工事補償引当金 

  完成工事にかかる瑕疵担保に要する費用に備えるた

め、当中間連結会計期間末に至る１年間の完成工事高に

対する将来の見積補償額を計上している。 

  工事損失引当金 

  受注工事にかかる将来の損失に備えるため、当中間連

結会計期間末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見積もることができる工事につ

いて、損失見込額を計上している。 

  賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上

している。 

  退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生していると認められる

額を計上している。 

 なお、会計基準変更時差異は、15年による均等額を費

用処理している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年）による定額法により費用

処理している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしている。 

（追加情報） 

 当社の退職給付制度は、適格退職年金制度及び退職一

時金制度並びに確定拠出年金制度を設けている。 

  当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、適格退職年金

制度を廃止し、平成18年４月１日より確定拠出年金制度

及び退職一時金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１

号 平成14年１月31日）を適用している。本移行に伴う

当中間連結会計期間における損益に与える影響額は、特

別利益として28百万円計上している。 

 



 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 (4)完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完成基準によっているが、

長期大型（工期１年以上、かつ、請負金額５億円以上）

の工事については、工事進行基準によっている。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高は、6,682百

万円である。  

 (5)重要なリース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては特例処理の要件を満たして

おり、特例処理によっている。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  変動金利借入金 

③ヘッジ方針 

 金利変動リスクを回避するため、金利スワップを採

用しており、投機的取引は実施していない。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略している。 

 (7)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項  

 消費税等に相当する額の会計処理  

  消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式を採用

している。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなる。 



 注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

 2,123百万円 

※２．下記の資産は、長期借入金981百万円及び短期借入金

（長期借入金よりの振替分を含む。）1,485百万円の担保

に供している。 

  百万円

販売用不動産 461

建物 1,481

土地 2,293

投資有価証券 31

計 4,267

 ３．偶発債務  

分譲マンション手付金の前金保証に対して、連帯保証

を行っている。 

  百万円

㈱創生 128

日本綜合地所㈱ 97

㈱モリモト 88

その他３社 114

 計 429

  ４．受取手形割引高 

620百万円

※５．(1)短期借入金492百万円及び長期借入金1,214百万円に

ついては、以下の財務制限条項が付されている。 

 ①各事業年度の末日における単体の貸借対照表の有利

子負債（受取手形割引高を含む。）の合計が当該事業年

度を含む過去３事業年度の単体の損益計算書の営業利益

と減価償却費の平均を10倍した金額を上回らないこと。 

 ②直近事業年度における単体の損益計算書の経常利益

が２期連続で損失とならないこと。 

 

 (2)貸出コミットメント契約には以下の財務制限条項が

付されている。 

 ①各事業年度の末日における単体の貸借対照表の自己

資本の合計金額を直前の事業年度の末日における単体の

貸借対照表の自己資本の合計金額の75％以上に維持する

こと。 

 ②各事業年度における単体の損益計算書の経常利益が

損失とならないこと。 

 



（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

 ６．貸出コミットメント契約 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と貸出コミットメント契約を締結している。 

 当中間連結会計期間末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりである。 

    なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。 

 貸出コミットメ
ントの総額 

2,000 百万円 

 借入実行残高 ―  

 差引額 2,000  

※７．中間連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理している。 

 なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が中間連結会計期間末日残高

に含まれている。   

 受取手形 571 百万円 

 支払手形 16百万円 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりである。 

  百万円

 従業員給与手当 317

 賞与引当金繰入額 71

 退職給付費用 16

 貸倒引当金繰入額  93

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。  

  百万円
土地 75
建物 75

 計 150



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加67千株は、新株予約権の行使による増加である。 

     ２．普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

    ※前中間会計期間及び前事業年度における「中間キャッシュ・フロー計算書関係」及び「キャッシュ・フロー計

算書関係」については、中間財務諸表における注記事項として記載している。 

 
前連結会計年度末 

株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数 
（千株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 35,707 67 ― 35,774 

合計 35,707 67 ― 35,774 

自己株式     

普通株式（注）２ 53 5 ― 58 

合計 53 5 ― 58 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成18年９月30日現在） 

  百万円

現金預金勘定 5,065

現金及び現金同等物 5,065



（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累計
額相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高相当額 
(百万円) 

 工具器具 
・備品 84 16 68

その他  4 0 3

合計 89 17 72

②未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 16百万円

１年超 55 

計 72 

 なお、取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 

③支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料          3百万円 

減価償却費相当額           3百万円 

④減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっている。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略している。 



（有価証券関係） 

※前中間会計期間末及び前事業年度末における「有価証券関係」については、中間財務諸表における注記事項と

して記載している。 

      １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 取得原価は減損処理後の金額を記載している。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（デリバティブ取引関係） 

 ※前中間会計期間及び前事業年度における「デリバティブ取引関係」については、中間財務諸表における注記事

項として記載している。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項なし。 

種類 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

中間連結貸借
対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

社債 100 100 △0

合計 100 100 △0

種類 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借
対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 336 1,425 1,089

合計 336 1,425 1,089

 内容 
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

その他有価証券   

非上場株式（百万円） 45 

 投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への

出資（百万円） 

100 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用

しているので、該当事項なし。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

     (1)事業区分の方法  

       日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 

     (2)各区分に属する主要な事業の内容 

       建設事業     建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

       不動産事業等   不動産の売買・賃貸その他不動産に関する事業等   

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は402百万円である。 

その主なものは、提出会社本社の管理部門等に係る費用である。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

      在外連結子会社及び在外支店がないため、記載していない。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

      海外売上高がないため、記載していない。 

  
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 26,968 436 27,405 ― 27,405 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― (―) ― 

計 26,968 436 27,405 (―) 27,405 

営業費用 25,988 364 26,353 402 26,755 

営業利益 979 71 1,051 (402) 649 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

(2)【その他】 

 過去に施工した建築工事（平成２年３月竣工、共同企業体構成員としての当社持分 工事価格608百万円）の

瑕疵を理由として、当該工事の発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立てを受けております。 

なお、現時点では仲裁の結果を予測することは出来ません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 

156.79円 

１株当たり中間純利益 

     22.32円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益  

     22.23円 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

１株当たり中間純利益   

中間純利益      （百万円） 796 

普通株主に帰属しない金額 

           （百万円） 
― 

普通株式に係る中間純利益 

           （百万円） 
796 

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,701 

    

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

  

中間純利益調整額   （百万円） ― 

普通株式増加数     （千株） 151 

  （うち新株予約権） （千株） (151) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

― 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1 現金預金 ※２ 6,370   5,030 6,292   

2 受取手形 ※７ 1,301   1,766 1,950   

3 完成工事未収入金   9,646   9,479 11,091   

4 販売用不動産 ※２ 879   879 879   

5 未成工事支出金等   7,983   9,254 5,912   

6 その他   1,393   1,903 1,384   

貸倒引当金   △200   △219 △221   

流動資産合計     27,376 75.0 28,095 79.5   27,291 74.3

Ⅱ 固定資産           

1 有形固定資産           

(1)建物 
※１ 
※２ 

2,331   1,590 2,294   

(2)土地 ※２ 3,484   2,499 3,484   

(3)その他 ※１ 155   144 173   

有形固定資産計   5,972   4,233 5,953   

2 無形固定資産   44   61 49   

3 投資のその他の資産           

(1)投資有価証券 ※２ 2,349   2,049 2,534   

(2)その他   1,419   1,285 1,435   

貸倒引当金   △676   △392 △521   

投資その他の資産計   3,092   2,942 3,448   

固定資産合計     9,109 25.0 7,237 20.5   9,451 25.7

資産合計     36,486 100 35,333 100   36,743 100 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1 支払手形 ※７ 8,794   8,854 9,561   

2 工事未払金   8,786   9,892 9,075   

3 短期借入金 
※２ 
※５ 

3,673   1,980 3,582   

4 未払法人税等   28   23 45   

5 未成工事受入金   4,429   3,320 3,201   

6 引当金   482   514 514   

7 その他   397   795 811   

流動負債合計     26,592 72.9 25,382 71.9   26,793 72.9

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

1 長期借入金 
※２ 
※５ 

3,931   2,939 3,325   

2 退職給付引当金 
  
  

543   662 554   

3 長期未払金   78   68 78   

4 長期預り金   447   737 814   

5 その他   ―   54 41   

固定負債合計     5,000 13.7 4,462 12.6   4,814 13.1

負債合計     31,592 86.6 29,844 84.5   31,607 86.0

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     4,271 11.7 ― ―   4,277 11.6

Ⅱ 資本剰余金           

1 資本準備金   1,090   ― 1,096   

2 その他資本剰余金   719   ― 719   

資本剰余金合計     1,809 4.9 ― ―   1,815 5.0

Ⅲ 利益剰余金           

中間(当期) 
未処理損失（△） 

  △1,718   ― △1,653   

利益剰余金合計     △1,718 △4.7 ― ―   △1,653 △4.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    538 1.5 ― ―   703 1.9

Ⅴ 自己株式     △7 △0.0 ― ―   △8 △0.0

  資本合計     4,893 13.4 ― ―   5,135 14.0

負債資本合計     36,486 100 ― ―   36,743 100 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本              

1 資本金     ― ―   4,282 12.1   ― ― 

2 資本剰余金              

資本準備金  ―     167     ―     

資本剰余金合計   ― ―  167 0.5  ― ― 

3 利益剰余金            

その他利益剰余金              

繰越利益剰余金  ―   405   ―   

利益剰余金合計     ― ―   405 1.1   ― ― 

4 自己株式    ― ―  △10 △0.0  ― ― 

株主資本合計    ― ―  4,845 13.7  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等             

その他有価証券評
価差額金   ― ―  642 1.8  ― ― 

評価・換算差額等
合計   ― ―  642 1.8  ― ― 

  純資産合計   ― ―  5,488 15.5  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  35,333 100  ― ― 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高           

1 完成工事高   29,440   26,968 65,608   

2 不動産事業売上高   259 29,699 100 424 27,392 100 648 66,256 100 

Ⅱ 売上原価           

1 完成工事原価   27,993   25,466 62,693   

2 不動産事業売上原価   172 28,165 94.8 339 25,806 94.2 479 63,172 95.3

売上総利益           

1 完成工事総利益   1,447   1,501 2,914   

2 不動産事業総利益   86 1,533 5.2 84 1,586 5.8 168 3,083 4.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    888 3.0 913 3.3   1,905 2.9

営業利益     645 2.2 672 2.5   1,177 1.8

Ⅳ 営業外収益           

1 受取利息   1   0 2   

2 その他   17 19 0.1 18 18 0.0 33 35 0.0

Ⅴ 営業外費用           

1 支払利息   99   79 198   

2 その他   27 127 0.5 28 108 0.4 61 259 0.4

経常利益     537 1.8 583 2.1   954 1.4

Ⅵ 特別利益 ※１   95 0.3 247 0.9   228 0.3

Ⅶ 特別損失 
※２ 
※４ 

  2,254 7.6 457 1.6   2,551 3.8

税引前中間純利益又
は税引前中間 
 (当期)純損失(△) 

    △1,621 △5.5 373 1.4   △1,368 △2.1

法人税、住民税及び
事業税 

  9   5 20   

法人税等調整額   199 208 0.7 △37 △31 △0.1 375 395 0.6

中間純利益又は中間
(当期)純損失 
(△) 

    △1,829 △6.2 405 1.5   △1,764 △2.7

前期繰越利益     111 ―   111 

中間(当期)未処理 
損失(△) 

    △1,718 ―   △1,653 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目である。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他 
資本剰余金

資本剰余金
合計 

その他利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

4,277 1,096 719 1,815 △1,653 △1,653 △8 4,431 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 5 5   5       10 

資本剰余金の減少 

（欠損填補）（注） 
  △933 △719 △1,653 1,653 1,653   ― 

中間純利益         405 405   405 

自己株式の取得             △1 △1 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

                

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

5 △928 △719 △1,647 2,058 2,058 △1 414 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

4,282 167 ― 167 405 405 △10 4,845 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
703 703 5,135 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     10 

資本剰余金の減少 

（欠損填補）（注） 
    ― 

中間純利益     405 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

△61 △61 △61 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△61 △61 353 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
642 642 5,488 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 ※当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書」については、中間連結財務諸表に記載して

いる。 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

1 税引前中間（当期）純利益・損失（△） △1,621 △1,368

2 減価償却費 75 152

3 減損損失 2,105 2,105

4 貸倒引当金の増加・減少（△）額 25 173

5 完成工事補償引当金の増加・減少（△）額 33 51

6 工事損失引当金の増加・減少（△）額 31 91

7 賞与引当金の増加・減少（△）額 43 △3

8 退職給付引当金の増加・減少（△）額 5 17

9 受取利息及び受取配当金 △7 △19

10 支払利息 99 198

11 固定資産売却損・益（△） 0 0

12 固定資産除却損 0 3

13 投資有価証券売却損・益（△） △76 △211

14 投資有価証券評価損 ― 3

15 ゴルフ会員権評価損 28 ―

16 売上債権の減少・増加（△）額 3,191 962

17 未成工事支出金の減少・増加（△）額 △2,568 △501

18 未収消費税等の減少・増加（△）額 37 183

19 仕入債務の増加・減少（△）額 △5 1,050

20 未払消費税等の増加・減少（△）額 ― 263

21 未成工事受入金の増加・減少（△）額 683 △544

22 その他 249 234

小計 2,330 2,842

23 利息及び配当金の受取額 7 19

24 利息の支払額 △95 △192

25 法人税等の支払額 △19 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,224 2,647

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

1 有形固定資産の取得による支出 △2 △61

2 有形固定資産の売却による収入 5 5

3 無形固定資産の取得による支出 △1 △9

4 投資有価証券の取得による支出 △195 △200

5 投資有価証券の売却による収入 105 346

6 その他 6 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △81 102

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

1 短期借入れによる収入 120 1,620

2 短期借入金の返済による支出 △244 △1,822

3 長期借入金の返済による支出 △418 △1,036

4 株式の発行による収入 3 15

5 担保に供している預金 18 36

6 その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △521 △1,189

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 1,620 1,560

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 4,732 4,732

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 6,352 6,292

  



  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

 ②子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

②子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ③その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定している） 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定している） 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

 たな卸資産 

①販売用不動産 

個別法による原価法 

たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

 ②未成工事支出金 

個別法による原価法 

②未成工事支出金 

同左 

②未成工事支出金 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってい

る。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっている。 

 また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法によっている。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒に

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見積額を計上

している。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵担保に

要する費用に備えるため、当中

間会計期間末に至る１年間の完

成工事高に対する将来の見積補

償額を計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵担保に

要する費用に備えるため、当事

業年度の完成工事高に対する将

来の見積補償額を計上してい

る。 

 工事損失引当金 

 受注工事にかかる将来の損失

に備えるため、当中間会計期間

末手持工事のうち損失の発生が

見込まれ、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる工

事について、損失見込額を計上

している。 

工事損失引当金 

 同左 

 工事損失引当金 

 受注工事にかかる将来の損失

に備えるため、当事業年度末手

持工事のうち損失の発生が見込

まれ、かつ、その金額を合理的

に見積もることができる工事に

ついて、損失見込額を計上して

いる。 

 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を計上してい

る。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 なお、会計基準変更時差異

は、15年による均等額を費用処

理している。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 

 なお、会計基準変更時差異

は、15年による均等額を費用処

理している。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理してい

る。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   

 ────── 

 （追加情報） 

 当社の退職給付制度は、適格

退職年金制度及び退職一時金制

度並びに確定拠出年金制度を設

けている。 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、適格退職年金制度を

廃止し、平成18年４月１日より

確定拠出年金制度及び退職一時

金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第

１号 平成14年１月31日）を適

用している。 

 本移行に伴う当中間会計期間

における損益に与える影響額

は、特別利益として28百万円計

上している。 

  

  

 ────── 

４．完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完

成基準によっているが、長期大

型（工期１年以上、かつ、請負

金額５億円以上）の工事につい

ては、工事進行基準によってい

る。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は、8,276百万円で

ある。 

  

 完成工事高の計上は、工事完

成基準によっているが、長期大

型（工期１年以上、かつ、請負

金額５億円以上）の工事につい

ては、工事進行基準によってい

る。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は、6,682百万円で

ある。 

  

 完成工事高の計上は、工事完

成基準によっているが、長期大

型（工期１年以上、かつ、請負

金額５億円以上）の工事につい

ては、工事進行基準によってい

る。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は、16,667百万円で

ある。 

  

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

  

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例

処理の要件を満たしており、特

例処理によっている。 

①ヘッジ会計の方法 

同左  

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 同左 

 ヘッジ対象 

 変動金利借入金 

ヘッジ対象 

 同左  

ヘッジ対象 

 同左 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクを回避するた

め、金利スワップを採用してお

り、投機的取引は実施していな

い。 

③ヘッジ方針 

 同左 

③ヘッジ方針 

 同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 



  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なる。 

  

 ──────  キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からな

る。 

８．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

消費税等に相当する額の会計処

理 

 消費税等に相当する額の会計

処理は、税抜方式を採用してい

る。 

 なお、「仮払消費税等」及び

「仮受消費税等」は、相殺のう

え流動資産の「その他」に含め

て表示している。 

消費税等に相当する額の会計処

理 

同左 

消費税等に相当する額の会計処

理 

 消費税等に相当する額の会計

処理は、税抜方式を採用してい

る。 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用している。これにより税

引前中間純利益は、2,105百万円減少し、

税引前中間純損失となっている。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除している。 

  

──────  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用している。これにより税引前当

期純利益は、2,105百万円減少し、税引前

当期純損失となっている。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除している。 

  

──────  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

している。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、5,488百万円である。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成している。  

  

──────  



 表示方法の変更 

 追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６月 法律

第97条）の改正により、前中間会計期間まで、投資その他の資産

の「その他」（出資金）に計上していた投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資の表示は、「金融商品会計に関する

実務指針」（平成12年１月 改正平成17年２月 日本公認会計士

協会 会計制度委員会報告第14号）に基づき「投資有価証券」に

変更した。 

 なお、前中間会計期間は「その他」（出資金）に100百万円含ま

れ、当中間会計期間は「投資有価証券」に113百万円含まれてい

る。 

  

──────  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

──────  

  

──────  

 （退職給付関係） 

 当社の退職給付制度は、適格退職年金制

度及び退職一時金制度並びに確定拠出年金

制度を設けている。 

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

適格退職年金制度を廃止し、平成18年４月

１日より確定拠出年金制度及び退職一時金

制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用している。本移行に伴う

翌事業年度の損益に与える影響額は確定し

ていないが、約40百万円の終了益となる見

込みである。 



 注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,497百万円である。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,067百万円である。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,551百万円である。 

※２．下記の資産は、長期借入金  

3,155百万円及び短期借入金(長

期借入金よりの振替分を含む。)

3,389百万円の担保に供してい

る。 

※２．下記の資産は、長期借入金 

965百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分を含む。) 

1,479百万円の担保に供してい

る。 

※２．下記の資産は、長期借入金

2,661百万円及び短期借入金(長

期借入金よりの振替分を含む。)

3,358百万円の担保に供してい

る。 

  百万円

現金預金（定期預金） 18

販売用不動産 461

建物 2,022

土地 2,923

投資有価証券 30

計 5,456

  百万円

販売用不動産 461

建物 1,284

土地 1,938

投資有価証券 31

計 3,715

  百万円

販売用不動産 461

建物 1,981

土地 2,923

投資有価証券 37

計 5,404

 ３．偶発債務 

①分譲マンション手付金の前

金保証に対して、連帯保証を

行っている。 

 ３．偶発債務 

①分譲マンション手付金の前

金保証に対して、連帯保証を

行っている。 

 ３．偶発債務 

①分譲マンション手付金の前

金保証に対して、連帯保証を

行っている。 

②子会社の借入金に対して、

保証を行っている。 

  百万円

㈱タカラレーベン 463

㈱モリモト 159

和田興産㈱ 132

その他２社 138

 計 893

  百万円

ダイヤ建装㈱ 28

偶発債務合計     921 百万円

②子会社の借入金に対して、

保証を行っている。 

  百万円

㈱創生 128

日本綜合地所㈱ 97

㈱モリモト 88

その他３社 114

 計 429

  百万円

ダイヤ建装㈱ 22

偶発債務合計     451 百万円

②子会社の借入金に対して、

保証を行っている。 

  百万円

日本綜合地所㈱ 90

㈱アンネフェ 58

その他３社 89

 計 238

  百万円

ダイヤ建装㈱ 25

偶発債務合計     263 百万円

 ４．受取手形割引高  ４．受取手形割引高  ４．受取手形割引高 

1,672百万円

  受取手形裏書譲渡高  

63百万円

620百万円

  

1,889百万円

  受取手形裏書譲渡高  

3百万円

 



前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※５．短期借入金492百万円及び長期

借入金1,707百万円については、

以下の財務制限条項が付されて

いる。 

 ①各事業年度の末日における

貸借対照表の有利子負債（受取

手形割引高を含む。）の合計が

当該事業年度を含む過去３事業

年度の損益計算書の営業利益と

減価償却費の平均を10倍した金

額を上回らないこと。 

 ②直近事業年度における損益

計算書の経常利益が２期連続で

損失とならないこと。 

※５．(1)短期借入金492百万円及び

長期借入金1,214百万円について

は、以下の財務制限条項が付さ

れている。 

 ①各事業年度の末日における

貸借対照表の有利子負債（受取

手形割引高を含む。）の合計が

当該事業年度を含む過去３事業

年度の損益計算書の営業利益と

減価償却費の平均を10倍した金

額を上回らないこと。 

 ②直近事業年度における損益

計算書の経常利益が２期連続で

損失とならないこと。 

 

(2)貸出コミットメント契約には

以下の財務制限条項が付されて

いる。 

 ①各事業年度の末日における

貸借対照表の自己資本の合計金

額を直前の事業年度の末日にお

ける貸借対照表の自己資本の合

計金額の75％以上に維持するこ

と。 

 ②各事業年度における損益計

算書の経常利益が損失とならな

いこと。 

※５．短期借入金492百万円及び長期

借入金1,460百万円については、

以下の財務制限条項が付されて

いる。 

 ①各事業年度の末日における

貸借対照表の有利子負債（受取

手形割引高を含む。）の合計が

当該事業年度を含む過去３事業

年度の損益計算書の営業利益と

減価償却費の平均を10倍した金

額を上回らないこと。 

 ②直近事業年度における損益

計算書の経常利益が２期連続で

損失とならないこと。 

  

──────  

 ６．貸出コミットメント契約 

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と

貸出コミットメント契約を締結

している。 

 当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであ

る。 

    なお、コミットメント契約につ

いては、財務制限条項が付されて

いる。 

 貸出コミットメ
ントの総額 

2,000百万円

 借入実行残高 ―  

 差引額 2,000  

  

──────  

 



前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

  

──────  

※７．中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれている。 

 受取手形 571百万円

 支払手形  16百万円

  

──────  



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．特別利益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

  百万円
投資有価証券売却益 76

※１．特別利益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

   内訳は、次のとおりである。 

  百万円
固定資産売却益 150

  百万円
土地 75
建物 75

※１．特別利益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

百万円
投資有価証券売却益 211

      

※２．特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

※２．特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

※２．特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

  百万円
減損損失 2,105
役員退職金  118
ゴルフ会員権評価損  28

  百万円
関係会社株式評価損 414

百万円
減損損失 2,105
工事補償解決費用 290
役員退職金 118

      

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 

 有形固定資産   73百万円  有形固定資産   58百万円  有形固定資産    147百万円 

 無形固定資産    2百万円  無形固定資産    3百万円  無形固定資産    4百万円 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４．減損損失 

  当社は、建設事業用資産については

事業所単位で、不動産事業用資産につ

いては個別物件単位で、また、事業所

と接する未利用の土地等の資産につい

ては、個別にグルーピングしている。 

 近年の著しい地価の下落や賃貸資産

の収益性の低下により、下記の資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（2,105百万

円）として特別損失に計上している。 

  なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額と使用価値のいずれ

か高い価額としている。正味売却価額

は、不動産鑑定評価額、路線価等に基

づいて算定している。 

 使用価値は、将来キャッシュ・フロ

ーを5.0％で割り引いて算定してい

る。 

地域 主な用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

 中部地区 賃貸資産 

計１件  

建物  50

土地  65

 計  115

 近畿地区 賃貸資産 

計３件  

建物  408

構築物  13

土地 1,152

その他 6

 計 1,581

九州沖縄

地区 

未利用資産

ほか 

計２件  

建物  43

土地 365

 計   408

  

────── 

 ※４．減損損失 

  当社は、建設事業用資産については

事業所単位で、不動産事業用資産につ

いては個別物件単位で、また、事業所

と接する未利用の土地等の資産につい

ては、個別にグルーピングしている。 

 近年の著しい地価の下落や賃貸資産

の収益性の低下により、下記の資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（2,105百万

円）として特別損失に計上している。 

  なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額と使用価値のいずれ

か高い価額としている。正味売却価額

は、不動産鑑定評価額、路線価等に基

づいて算定している。 

 使用価値は、将来キャッシュ・フロ

ーを5.0％で割り引いて算定してい

る。 

地域 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

 中部地区 賃貸資産 

計１件  

建物  50

土地  65

 計  115

 近畿地区 賃貸資産 

計３件  

建物  408

構築物  13

土地 1,152

その他 6

 計 1,581

九州沖縄

地区 

未利用資産

ほか 

計２件  

建物  43

土地 365

 計   408



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 ※当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書関係」については、中間連結財務諸表にお

ける注記事項として記載している。 

株式の種類  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間 
増加株式数 
（千株） 

当中間会計期間 
減少株式数 
（千株） 

当中間会計期間末 
株式数（千株） 

 普通株式 53 5 ― 58 

合計 53 5 ― 58 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

  百万円

現金預金勘定 6,370

担保に供している預金 △18

現金及び現金同等物 6,352

  百万円

現金預金勘定 6,292

現金及び現金同等物 6,292



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

工具器
具・備品 

34 17 16 

その他 8 8 0 

合計 42 25 16 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器
具・備品 

84 16 68

その他 4 0 3

合計 89 17 72

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器
具・備品 

27 13 13

その他 4 0 4

合計 32 14 17

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6百万円

１年超 10 

計 16 

１年内  16百万円

１年超 55 

計 72 

１年内 6百万円

１年超 11 

計 17 

 なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定している。 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     4百万円 

減価償却費相当額   4百万円 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料      3百万円 

減価償却費相当額    3百万円 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料       8百万円 

減価償却費相当額    8百万円 

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略している。 

 （減損損失について） 

         同左 

 （減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

※当中間連結会計期間における「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価のあるものは除く。）につい

ては、中間連結財務諸表における注記事項として記載している。 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）及び前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 取得原価は減損処理後の金額を記載している。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び（中間）貸借対照表計上額 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。  

種類 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照
表計上額 
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

社債 101 100 △0 101 100 △0

合計 101 100 △0 101 100 △0

種類 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円）

貸借対照
表計上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

株式 381 1,293 912 302 1,495 1,193

合計 381 1,293 912 302 1,495 1,193

内容 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

１．子会社株式及び関連会社株式     

子会社株式（百万円） 791 791 

２．その他有価証券     

非上場株式（百万円） 49 46 

 投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合

への出資（百万円） 

113 100 



（デリバティブ取引関係） 

 ※当中間連結会計期間における「デリバティブ取引関係」については、中間連結財務諸表における注記事項とし

て記載している。 

（持分法損益等） 

 ※当中間会計期間における「持分法損益等」については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載していな

い。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 デリバティブ取引にはヘッジ会計

を適用しているので、該当事項な

し。 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項なし。 同左 



（１株当たり情報） 

 ※当中間会計期間における「１株当たり情報」については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略

している。 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりである。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 

137.62円 

１株当たり純資産額 

      144.03円 

１株当たり中間純損失 

51.48円 

１株当たり当期純損失 

    49.58円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、ストックオ

プション制度を採用しているが、１

株当たり中間純損失が計上されてい

るため記載していない。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、ストックオ

プション制度を採用しているが、１

株当たり当期純損失が計上されてい

るため記載していない。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失     

中間（当期）純損失    （百万円） 1,829 1,764 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

             （百万円） 
1,829 1,764 

普通株式の期中平均株式数  （千株） 35,546 35,591 

      

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益 

    

中間（当期）純利益調整額 （百万円） ― ― 

普通株式増加数       （千株） ― ― 

  （うち新株予約権）   （千株） （―） （―） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類 

（新株予約権の数452

個）。これらの詳細

は、「第４ 提出会社

の状況１．株式等の状

況(２)新株予約権等の

状況」に記載のとおり

である。 

新株予約権３種類 

（新株予約権の数352

個）。これらの詳細

は、「第４ 提出会社

の状況１．株式等の状

況(２)新株予約権等の

状況」に記載のとおり

である。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ──────   平成18年６月29日開催の定時株主

総会において、会社法第361条第１

項及び定款の規定に基づき、平成18

年６月29日における一部の取締役に

対して、株式報酬型ストックオプシ

ョンを付与することを決議した。 

  その内容は、「第４ 提出会社の

状況１．株式等の状況(７) ストッ

クオプション制度の内容④」に記載

のとおりである。 



(2)【その他】 

  当社は、過去に施工した建築工事（平成２年３月竣工、共同企業体構成員としての当社持分 工事価格608百万

円）の瑕疵を理由として、当該工事の発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立てを受けております。 

なお、現時点では仲裁の結果を予測することは出来ません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、近畿財務局長に提出した証券取引法第25条第１項各

号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  １．有価証券報告書及びその添付書類 

   事業年度（第80期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

      平成18年６月29日提出 

２．臨時報告書  

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条２項第11号（債権取立不能又は取立遅延のおそれが生じる事象の発

生）に基づく臨時報告書 

平成18年10月３日提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１１日

株 式 会 社 イ チ ケ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケンの

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社イチケン及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 後 藤 紳 太 郎 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

株 式 会 社 イ チ ケ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケンの

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８０期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社イチケンの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 後 藤 紳 太 郎 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１１日

株 式 会 社 イ チ ケ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケンの

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８１期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社イチケンの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 後 藤 紳 太 郎 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２受注高、売上高及び手持工事高の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書
	④中間キャッシュ・フロー計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/59
	pageform2: 2/59
	form1: EDINET提出書類  2006/12/15 提出
	form2: 株式会社イチケン(151080)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/59
	pageform4: 4/59
	pageform5: 5/59
	pageform6: 6/59
	pageform7: 7/59
	pageform8: 8/59
	pageform9: 9/59
	pageform10: 10/59
	pageform11: 11/59
	pageform12: 12/59
	pageform13: 13/59
	pageform14: 14/59
	pageform15: 15/59
	pageform16: 16/59
	pageform17: 17/59
	pageform18: 18/59
	pageform19: 19/59
	pageform20: 20/59
	pageform21: 21/59
	pageform22: 22/59
	pageform23: 23/59
	pageform24: 24/59
	pageform25: 25/59
	pageform26: 26/59
	pageform27: 27/59
	pageform28: 28/59
	pageform29: 29/59
	pageform30: 30/59
	pageform31: 31/59
	pageform32: 32/59
	pageform33: 33/59
	pageform34: 34/59
	pageform35: 35/59
	pageform36: 36/59
	pageform37: 37/59
	pageform38: 38/59
	pageform39: 39/59
	pageform40: 40/59
	pageform41: 41/59
	pageform42: 42/59
	pageform43: 43/59
	pageform44: 44/59
	pageform45: 45/59
	pageform46: 46/59
	pageform47: 47/59
	pageform48: 48/59
	pageform49: 49/59
	pageform50: 50/59
	pageform51: 51/59
	pageform52: 52/59
	pageform53: 53/59
	pageform54: 54/59
	pageform55: 55/59
	pageform56: 56/59
	pageform57: 57/59
	pageform58: 58/59
	pageform59: 59/59


